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調剤をしていて疑問に思ったこと，方・調剤

て官 医師または患者さんに聞かれて困ったこと.

1凡
〆E¥ 一

~;-I"I は， liiillllにづ|き続き， 2006 {I二4)Jからの新しい淵

斉IJ-催酬点数点に1Mとlする'Ji瓜を!Il(り 1-げます。

領収証

患者に受付する医療費の内容のわかる

領収証については.厚生労働省から標

準様式が示されていますが.当薬局としては.も

う少し詳しい内容がわかるようにしたいと考えて

います。狙自に作成した様式を使用してもかまわ

ないでしょうか。

~ 

jC、者にわかりやすく，かつ， Jiι七'jj-働省が

ぶしている標準機式の|人l作 (JtII=!)をHfJHiし

ているものであれば，どのような株式の予~'[JI又 .hEで、あって

もかまし、まべ士人，。

2006 千!ミ j交診味線酬改定に仁I~ い， ["保険医療機|品l及び保険

|冬M尚喜担当規l!i1J， ["保険~J討及ぴ‘保険楽斉IJ r:iljjJ，~主主~n~規

則」の内科がともに一部改 lトーされ，似|倹i話療機liJ;Jおよび

似険~J吋 l之官、-r;-に対し，医療 t!lの内科がわかる飢収市E を

無償で交付することが義務付けられました。

JoL体1'1なな|刈符については，厚生.労働省保険同長通知lに

より標準的な雌式例が示され， I室利診療報酬および向宇|

診療報酬にあっては点数去の r?i!¥j単位円淵斉IJ報酬にあっ

~ /T'¥ 医師に媛義熊会して対応したが

' いま一つ納得できないこと.ありませんかっ

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

ご質問をお寄せください。

「質問の募集J要項は56頁にあります。

なお.回答は本音主に縄載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また.特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

ては点数衣の「節Jiji. f占:で、の全復{の|人l訳がわかるものと

されています (闘方IJ報酬の「節」は，診療械酬の 日[¥jに ‘d 

相当 します)0 -g 
ただし.ド，UI二労働省による十:!~f{Lill株式は， -JI走小[lJ~r~-j，lliす A 

ベきJJ[I‘|を尽したものであり.制斉IJλM斗:‘|や薬汚IJJJli川府

1~1 どHrl などの [2<:5}1別立 ($~I巧È項目)までわかるものではあ

りません。 したがって，最小限fL制liしなければならない

内作を洲たしているのであれは¥それぞれの保険薬局で

オリジナルのtRふにのiiffJl又言iEをイ乍成し， 料'{iV"-fj.張工℃より百干し

い内谷のift[収読|ーを!!!日wで忠-f-iに交付ーすることは. まった

くIIiJ足立ありません。

医癒費の内容のわかる領収証の受付に

ついては， 6カ月間の経過措置がある

と聞きました。 2006年 9月末までに対応できるよ

うにしておけばかまわないのでしょうか。

忠ぞ;ーへの医療引のl付谷がわかる予?i収niEの無

償での火1，Jについては， 2006千F'4)-J 1 1:1より

施行されていますが，イi; ;jìlj~削m までにl時間を裂する施設

もあることから， 6カ)-JI1¥JO)<<:あ色jd:i?Jが設けられています。

したがって， ilJlJ度上は，遅くとも|百J9)j末までにイ小i!J1j

笠備が行われれば川j起ありませんが，己主π.の処旨を踏ま

え，できるだけ'r'.急にイ{;;;J日lを3をえることカ叫とめられます。
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処方せん様式

処方せん様式が一部改正されましたが，

2006年 4月からは新しい様式の処方せ

んでないと認められないのですか。それとも.従

来の様式でもかまわないのでしょうか。

Q
e
a
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厚生労働省保険向医療諜 より 示 された疑義

解釈資料 (2006年3}-J 28 n事務述絡)では，・司...，
2006 1r 4 }-J I日以降における 11'防長式の処Jiせんの取り扱

いに閲する質問に対し， r新しし叶'if{式をf史うことがJjj(WJで

あるJと|百|答しています。

しかし，未使!日の11オ線式の処方せんが残っ ている胞設

もあると思いますので， 当分の問は，従来の処方せんの

備考欄を取り繕って使則すれば特に問題ないものと考え

ます。保険薬局においては，処方せんの備考欄に記11夜さ

れた内容を線認し，適切に対応することが求められます。

処方せんに「後発医薬品への蛮更可」

との指示がある場合は，その処方せん

に記載されたすべての先発医薬品が対象であると

解釈しでもかまわないですか。また，対象となる

すべての先発医薬品を後発医薬品に蛮更しなけれ

ばならないのでしょうか。

¥ 

処方せんの備考欄に 「後発|去i薬品への変~

uJ Jと指示がある場合は，総本的に，その

処方せんに記載されたすべての先発医薬!日1が，後発|返~

li-liへ変9ilJJ能であると解釈しでかまいません。 もし，処

方|盃が一部の医薬品を変更不可とする場重量には，該当す

る医柴品名の後に「変史不可」などと記載されることと

なっています。

また， r後発I去集品への変更"fjとの指示がある処方せ

んだからといって，必ずしもすべての先発医薬品を「後

発医薬品に変吏しなければならな Uリというわけではあ
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りません。変更するか否かは辺、者の問):J:が必要で、あるこ

とは当然ですが，該当する後発|去柴品の併Ii帯のノ千i4!!f;や，

速やかな入年二の可否などの11IJ:起も考-えられます。そのよ

うなJfJj合には，対);[;、 IIHj~な範聞や珪IlJ IJをきちんと説明し，

忠者の同;訟を符て;剣先IJするなど，適切なN).必に努めてく

ださし、。

後発医薬品がない先発医薬品が処方せ

んに記載されており，かつ，処方せんの

備考欄に「後発医 薬品への蛮吏司」との指示があ

る場合には，処方医への建義照会は必要でしょうか。

後発医:薬品への変更はあり待ないケースで

あることから，処方|器への疑義照会は必裂

ないものと考えます。

I~利点数表では， ①後発医薬品を含む処方せんを交付

した場合，または， ②先発医薬品を処)jせんに記載し，

かつ，処方せんの備考欄に「後発医薬品への変更可Jと

の指示をした場合一ーには. r後発医薬JJIを含む場合」に

該当する処方せん利(通常よりも 2J.'r..プラス)を算定する

ことができます。ただし， ②のi易ー合であっても，先発医

薬品しか存不E しないものについては， 当該点数はS~:定で

きないこととされています。

したがって，後発医薬品が存u:しない先発医薬品の場

合には，処方|玄は「後発医薬!日1への変更宵JJとの指示は

行わないものと思われ，そのような記紋があったとして

も，当((なる事務的な記載ミスであることが考えられます。

仮にそのような処方せんを受け付けた場合であっても，

後発医薬品への変更はあり符ないことが明らかですので，

処方1矢への疑義照会は必裂ないものと考えます。

後|ニ1.念のため処方|去には，処方せんに記載された通

り(先発医薬品のまま)調剤したことを伝えるとともに，

該当する後発医薬品は存夜しないことも併せて情報提供

しておけばよいでしょう 。

薬 学管理料

薬剤服用歴管理料の要件である薬 剤情

報提供 文 書 に つ い て は ， お 薬 手 帳を用

いた方法であってもかまいませんか。また， そ の

場合は.薬剤情報提供料も併せて算定することは

可能でしょうか。

薬剤H良川脈管理1料の~1'1・と されている，文

訟をHJいた，皆、者への薬剤情報提供について
哩!I!IJ!I!!"""

は，忠、者の薬剤手・l帳を片jいたJi7i2であってもかまいませ

ん。 また，薬剤JJ民JtJ阪管理ヂ|および文相l情報提供す|の要

件をどちらも満たしていれば，これらを同時に算定する

ことは可能です。

従来，楽斉IJ↑I~H-b(従供料 1 (薬剤手帳と文書による楽斉IJ情

報提供)においては，薬剤情;械提供文舎を月1し、て法、者に説

IljJする内容を，患者の楽剤手帳に合わせて記載するとい

う方法であっても差し支えありませんで・した。これは，

忠者にとって，情報が lつにまとめられるというメリ ッ

トでもありました。

2006年度改定では，薬剤l情報提供料 1および2の来11み

伴えが行われましたが，これらの見直しは，患者への情

報提供の方法まで変更するという趣旨のものではありま

せん。従来通り， J11者・が希製する方法・手段により実施

してくださし、。

Q
a
A
 

薬 剤 料

2006年 4月からの薬価基準では，これ

まで一般名で収載されていた医薬品の

一部が銘柄ごとに収載されていますが，取り 扱 い

方法が蛮更されたのですか。また.保隙薬局にお

い て は . ど の よ う に 保 蹟 請 求 す れ ば よ い の でしょ

うか。

2006年度薬価改定においては，これまで楽

価基却さにー般名で収載されていたもののう
岡...... 

ち，薬侃i制貨の結果から低楽価品に該当しないことが倣

認できた |挺楽 lll:l~ (アスピリンや酸化マグネシウムなどの

159成分に係る 189規 格 1.140 ，w， I~I )については，銘柄ごと

の収載となりました(医楽till名の次に，カッコ書きで製楽

企業の略称が追加されています)。

ただし，今回の措置.は従来の考え )jを変更したわけで
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はありませんので，処方|去には，これまでと同じく -般

名で処Jiせんに記・依してもらえばかまいません。そして，

処方せんを受け付けた保険楽町においては，その一般名

に該当するIQSゑ:品のq.，から選択して調剤し，かつ， :Jミl際

に使JlJ した|宍B;!&品の名称 ( ]s frHil;~ iJ，1主収，除名)および主~ 核二~

官IIiにより似険泊ボします。また，使JT!した医薬品の銘柄

が楽仰li収載されていなかった(該当する銘柄がなかった)

場合には，築制li以内，1，に収載されている一般グ'，f1J;および柴

官IIiをj盛JIJして くださし、。

集

調剤をしていて建聞に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
医師に盛義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?
皆さまの疑問に苔分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範囲

の実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えli.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたい.という場合など。

。刊呆険調剤・調剤報酬などに関する質問

例えli.どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や.請求もれがあった場合の対応は?という質問など。

(3)調剤技術などに関する質問

例えli. A散と B末を配合しでもよいか? またー C

錠を粉砕してよいか? という調剤技術上の質問など。

2 質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報』係まで.ご逮

絡ください。

3.誌上では匿名の級いをいたしますが、さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので.住

所.氏名，電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には司じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただし‘本コーナーへの質問はあくまでも f調剤と情報j誌に掲載を前提としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承ください。また.回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

〒160-8389 東京都新宿区四谷3ふ 1富士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報」事務局

TEl.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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